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宅
ロ
ー
ン
控
除
と
は
、
ロ
ー
ン

を
組
ん
で
住
宅
の
取
得
等
を
し

た
場
合
に
10
〜
13
年
間
、
所
得
税
が
軽

減
さ
れ
る
制
度
の
こ
と
で
す
。

　

１
年
あ
た
り
の
控
除
金
額
は
、「
年

末
ロ
ー
ン
残
高
×
控
除
率
＝
税
額
控
除

額
」
の
算
式
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

以
下
が
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
改
正
の

概
要
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

控
除
率
引
下
げ
の
影
響
は
大
だ
が 

期
間
延
長
の
恩
恵
を
受
け
る
人
も

①
適
用
期
限
の
延
長

　

適
用
期
限
が
延
長
さ
れ
、
令
和
４
年

か
ら
令
和
７
年
ま
で
に
入
居
し
た
場
合

に
、
適
用
で
き
ま
す
。

②
控
除
率
の
引
下
げ

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
率
は
１
％
か
ら

０
・
７
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
現

在
、
控
除
率
が
１
％
よ
り
低
い
金
利
で

住
宅
ロ
ー
ン
を
借
り
入
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多
く
見
受
け
ら
れ
、
住
宅
ロ
ー
ン

を
組
む
必
要
の
な
い
資
金
力
に
余
裕
の

あ
る
人
も
、
あ
え
て
住
宅
ロ
ー
ン
を
借

り
て
金
利
差
益
を
得
て
い
る
こ
と
が
問

題
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け

て
の
改
正
と
い
わ
れ
ま
す
。

③
控
除
期
間
の
延
長

　

新
築
住
宅
の
控
除
期
間
は
13
年
間

（
改
正
前
は
原
則
10
年
）
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
経
済
状
況
が

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
い
ま

だ
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

た
措
置
と
な
っ
て
い
ま
す
。

④
所
得
要
件
の
見
直
し

　

所
得
要
件
も
改
正
さ
れ
ま
す
。
改
正

前
は
、
合
計
所
得
金
額
が
３
０
０
０
万

円
以
下
の
年
に
控
除
で
き
ま
し
た
が
、

改
正
後
は
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
年

は
控
除
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

⑤
認
定
住
宅
等
の
借
入
限
度
額
の
上
乗

せ
措
置

　

新
築
住
宅
・
買
取
再
販
住
宅
・
既
存

住
宅
に
お
い
て
、
借
入
限
度
額
が
住
宅

の
環
境
性
能
に
応
じ
て
、
２
０
０
０
〜

５
０
０
０
万
円
ま
で
細
分
化
さ
れ
ま

す
。
改
正
前
は
、
消
費
税
率
引
上
げ
に

伴
う
駆
込
み
需
要
と
反
動
減
対
策
と
し

て
、
税
率
10
％
で
取
得
す
れ
ば
税
制
上

優
遇
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
改
正
後
は
、

取
得
価
額
に
含
ま
れ
る
消
費
税
率
や
契

約
時
期
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
特
例
に

影
響
し
ま
せ
ん
。

⑥
省
エ
ネ
基
準
適
合
の
義
務
化

　

以
下
の
住
宅
用
家
屋
で
、
省
エ
ネ
基

準
を
満
た
さ
な
い
も
の
は
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

㋑
令
和
６
年
１
月
１
日
以
後
に
建
築
確

認
を
受
け
る
住
宅
用
家
屋
（
登
記
簿
上

の
建
築
日
付
が
令
和
６
年
６
月
30
日
以

前
も
の
を
除
く
）

㋺
建
築
確
認
を
受
け
な
い
住
宅
用
家
屋

で
、
登
記
簿
上
の
建
築
日
付
が
令
和
６

年
７
月
１
日
以
後
の
も
の

「
２
０
５
０
年
ま
で
に
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ

ー
ト
ラ
ル
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
取
組

み
の
１
つ
と
し
て
、
２
０
２
５
年
以

降
、
新
築
住
宅
に
省
エ
ネ
基
準
適
合
を

義
務
付
け
る
」
と
い
う
政
策
上
の
目
標

が
背
景
に
あ
り
ま
す
。

⑦
床
面
積
要
件
の
変
更
（
図
表
１
）

　

改
正
前
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
対
象

と
な
る
家
屋
の
床
面
積
の
要
件
は
原
則

50
㎡
以
上
で
し
た
が
、
令
和
５
年
12
月

31
日
以
前
に
建
築
確
認
を
受
け
た
新
築

住
宅
は
、
40
㎡
以
上
50
㎡
未
満
で
も
適

用
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
合
計

所
得
金
額
が
１
０
０
０
万
円
以
下
の
年

の
み
控
除
で
き
ま
す
。

⑧
築
年
数
要
件
の
廃
止

　

既
存
住
宅
の
築
年
数
要
件
が
廃
止
さ

れ
、
新
耐
震
基
準
を
満
た
せ
ば
本
特
例

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
建
築
日
が
昭
和

57
年
１
月
１
日
以
後
の
家
屋
は
、
新
耐

震
基
準
の
適
合
住
宅
と
み
な
さ
れ
、
耐

震
基
準
適
合
証
明
は
不
要
で
す
。
こ
れ

は
、
既
存
の
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活

�

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
関
す
る�

改
正住 １

「個人のお客様」
に伝えたい
改正のポイント お客様にはこう説明！

　令和４年度税制改正大綱
では、住宅ローン控除や賃
上げ税制に関する改正が注
目されています。
　本特別企画では、それら
の改正内容とともに、個
人・中小事業者等のお客様
への説明時に役立つ、担当
者として押さえておきたい
ポイントを解説します。

特別企画

令和４年度
税制改正大綱の概要
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